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 18 歳未満においては虐待を受けた小児からの臓器提供は禁止されている。したがって、被虐待

児を除外する手順（第 5 章に詳述される）が必要であるが、18 歳以上においてはこれらの手順は

必要なく、フローチャートにおいて赤枠で表示された部分は除かれる。 
 
① 臓器提供施設において、重症小児患者が入院した場合には臓器提供に関わらず、原疾患から

明らかに虐待を否定する項目のチェックを行う。原疾患が虐待によるものではないと判断で

きる場合においても、治療過程中に日常生活等において患児が虐待を受けていた疑いがない

か等について慎重に判断する。虐待による可能性を否定できない場合には、虐待防止委員会

等に連絡する。 
虐待が否定できない場合、原疾患以外にも虐待を疑わせる兆候が見られた場合は、虐待防

止委員会等に連絡をする。この場合においては、虐待が否定できるまで臓器提供は実施でき

ない。 
② 虐待防止委員会等は担当医師らと情報を共有し、院内虐待対応マニュアルに従って虐待に関

する調査を行う。虐待の可能性がある場合には関係諸機関と協力する。なお、担当医師らと

虐待防止委員会等との情報共有については、家族に臓器提供の機会があることを告げる前に

実施しておかなくてはならない。 
③ 原疾患に関して確実な診断と適切な治療を行っても、器質的な障害により深昏睡と自発呼吸

の消失とを来たした症例は「脳死とされうる状態」と判断され、終末期医療へと移行する。 
④ 担当医師は患者に知的障害がない場合、また児童の場合に虐待の可能性がない場合など、臓

器提供の除外項目に関連することについて認識しておかなければならない。 
⑤ 治療中に家族が臓器提供の意思を示した場合には、担当医師から法的脳死判定の除外項目に

ついて説明する。そして、患者が 18 歳未満の場合には臓器移植に関する法律に基づいて虐待

に関する調査が必要である場合があることを説明する。 
⑥ 治療経過中に虐待を疑わせる兆候がなく、臓器提供の除外項目にも当たらない場合には、担

当医師は臓器提供の機会があることについて、およびコーディネーターからの説明を受ける

かどうかについて家族に確認する。また、本人が臓器提供に関して何らかの意思表示を行っ

ていたかについて把握するように努める。この場合においても、18 歳未満においては法律に

基づいて虐待に関する調査が必要である場合があることを説明する。 
⑦ 家族の同意が得られた場合には、日本臓器移植ネットワークに連絡する。 
⑧ また、原疾患が虐待によるものでない場合においても、臓器移植に関する法律に基づいてこ

れまでの虐待に関する調査を虐待防止委員会等に依頼する。 
⑨ 虐待防止委員会等は、院内虐待対応マニュアル等に従って過去の虐待も含めた調査を行う。

関係機関への紹介照会等を行った場合に回答が得られない場合には、その事実を倫理委員会

等に報告する。 
⑩ コーディネーターは第一次評価として医学的情報の収集、院内体制の確認などを行う。 
⑪ 第１回倫理委員会等を開催する。委員会等においては、患者の状況把握、前提条件・除外項

目の確認、コーディネーターとの打ち合わせ、院内体制の確認などを行う。 
⑫ その後、コーディネーターは、家族に対して「臓器を提供しない意思および脳死判定に従わ

ない意思」がないことを確認するとともに、法的脳死判定の概要について、および臓器提供

を前提として脳死と判定された場合には、その時点で法により人の死となることについて説
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第２章 脳死下臓器提供の手順 

 

 

 改正臓器移植法に準じた脳死下臓器提供のフローチャート（例）を示す。 

 

 

 【フローチャート入る！ ファイル 01】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            臓器提供フローチャート（例） 

①重症な小児症例の入院時に担当医師は原疾患について虐待に関するチェックを行う 

   虐待の疑いがある場合には虐待防止委員会等に連絡し、虐待に関する必要な検査等を行う 

原疾患が虐待によるものではないと判断された場合にも、治療経過中にその他の虐待がないかを慎重に判断する 

②虐待防止委員会等は担当医師と情報を共有し、院内虐待対応マニュアルに従って虐待に関する調

査を行う。虐待の可能性がある場合には関係諸機関と協力する 

深昏睡、瞳孔固定・瞳孔径 4mm 以上、脳幹反射の消失、平坦脳波、 

自発呼吸の消失（人工呼吸を必要とする状態） 

脳死とされうる状態 

⑤家族から臓器提供の意思が示された場合には、担当医師から法的脳死判定の除外項目に関して説明することが必要である 

③原疾患に対して確実な診断と適切な治療を行っても器質的な障害により、深昏睡と自発呼吸の消失とをきたした症例 

終末期医療への移行 

⑨虐待防止委員会等は院内虐待対応マニュアル等に従って原疾患以外の虐

待に関する調査を行う。関係機関への紹介等に関して、回答が得られない場

合にはその事実を倫理委員会等に報告する 

⑥担当医師は臓器提供の機会があることについて、およびコーディネーターからの説明を受けるかどうかについて家族に確認する 

⑦日本臓器移植ネットワークへの連絡

⑪第１回倫理委員会等 

⑧担当医師は原疾患が虐待によるものでない場合でも、これま

での虐待に関する調査を虐待防止委員会等に依頼する 

⑩移植コーディネーター 

患者の状況把握、前提条件・除外条件の確認、院内体制確認 

⑱死後の処置、お見送り 

⑫移植コーディネーターによる脳死下臓

器提供および心臓死下臓器提供の説明 心停止下臓器提供に関する家族の承認 

脳死下臓器提供に関する家族の承認 

⑬第２回倫理委員会等 

脳死判定についての家族の意思確認、臓器提供に関する家族の意思確

認、虐待も含めた臓器提供の最終可否判断、必要な書類の作成と確認 

⑮第１回法的脳死判定 

⑯第２回法的脳死判定 

死亡宣告 ⑰摘出チーム到着 摘出手術 

臓器搬送 

検視 

外因等の場合は

所轄警察に連絡 

⑭ドナー血液搬送 

＊ 

＊ 

＊④ 

＊ 

＊除外項目が

あれば臓器移植

に関する手続き

は中止する 

＊心停止下臓器提供の場合は脳死判定を実施せず心停止後の死亡

宣告となる 
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第３章 臓器提供施設としての要件 

 

 

法に基づく「脳死した者からの臓器提供」については、当面の間、以下の全ての条件を満たす

施設に限定されている。 

 

 ＜「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）第４＞ 

 第４ 臓器提供施設に関する事項 
 法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供については、当面、次のいずれの条件をも満たす

施設に限定すること。 
１ 臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、当該施設全体について、

脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して合意が得られていること。なお、その際、

施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提供に関して承認が行われていること。 
２ 適切な脳死判定を行う体制があること。 
３ 救急医療等の関連分野において、高度の医療を行う次のいずれかの施設であること。 

   ・大学附属病院 
   ・日本救急医学会の指導医指定施設 
   ・日本脳神経外科学会の専門医訓練施設（A 項） 

 （注）A 項とは、専門医訓練施設のうち、指導にあたる医師、症例数等において特に充実した施設。 

   ・救命救急センターとして認定された施設 
   ・日本小児総合医療施設協議会の会員施設 
 

 なお、「日本脳神経外科学会の専門医訓練施設（Ａ項）」の規定については、当分の間、「平成

23 年３月 31 日現在における日本脳神経外科学会の専門医訓練施設（Ａ項）」と読み替えて適用す

るものとされている。 
 また、児童（18 歳未満）からの臓器提供を行う施設には、以下のような体制が必要である（第

５章参照）。 
＜「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）第５の１＞ 

第５ 虐待を受けた児童への対応等に関する事項 
１ 児童からの臓器提供を行う施設に必要な体制 
 次のいずれも満たしていること。 
（1）虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制が整備されていること。

（2）児童虐待の対応に関するマニュアル等が整備されていること。なお、当該マニュアルは、

新たな知見の集積により更新される必要があること。 
 
注）「倫理委員会等の委員会」については、必ずしも「倫理委員会」や「脳死判定委員会」等の名

称である必要はなく、個々の施設において倫理的な検討を行い、当該施設としての方針を決定する

場であればよい。 
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明する。 
⑬ 第２回倫理委員会等を開催する。家族の了承が得られた場合には、院内倫理委員会等におい

て、虐待防止委員会等からの報告も受けて法的脳死判定実施の最終決定がなされる。心停止

下の臓器提供の場合には法的脳死判定は行われず、心停止後の臓器提供となる。 
⑭ レシピエントを選択するためにドナー候補者の採血を行い、日本臓器移植ネットワークはそ

れを移植検査センターに送付する。 
⑮ 第１回法的脳死判定を行う。 
⑯ 決められた時間間隔の後に、第２回法的脳死判定を行う。第２回法的脳死判定の終了時刻を

以て死亡時刻とし、死亡を宣告する。終了後、法的脳死判定医は脳死判定記録書、法的脳死

の適確実施の証明書を交付する。 
⑰ 摘出チームが到着し、摘出手術を実施する。その後、臓器の搬送が行われる。 
⑱ 死後の処置を行う。 
⑲ お見送りを行う。 
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ても、日常生活等において患児が虐待を受けている疑いがないか等について、慎重に判断する

必要がある。 

 

＜参考＞ 

本研究事業で行った日本小児総合医療施設協議会の会員施設を対象とした「児童虐待等

に関する小児総合医療施設へのアンケート調査結果」（回答施設 13 施設、回答率 46.8％）

（添付資料 3、56 ページからを参照）によると、虐待対応を目的とした委員会は、10 名

前後で構成している施設が多く、構成委員としては、看護師、MSW、小児科医、精神科

医、脳神経外科医、事務職員、臨床心理士が委員となっている割合が多かった。児童虐待

の対応に関するマニュアルについては、いずれの施設でも臓器提供の場合に限らず、通常

診療に対応したものとなっており、下記の文献を参考として作成されている。マニュアル

における記載事項は、「対象となる児童」、「対応手順」、「院内連絡体制」、「院外連絡体制」、

「児童虐待を疑う症状」、「フローチャート」が主なものであった。 
 また、作成にあたり参考とした文献は、「子ども虐待の診療手引き」（日本小児科学会）、

「子ども虐待対応の手引き」（恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所）、「臓器提供

施設の手順書」（社団法人日本臓器移植ネットワーク）、「教職員・保育従事者のための児童

虐待対応マニュアル」（埼玉県・埼玉県教育委員会）、「脳死下臓器提供者から被虐待児を除

外するマニュアル改訂版」（山田不二子）等であった。 

 

Ⅱ 虐待が行われた疑いの有無の確認に際しての留意事項 

〔１〕確認すべき事項 

 虐待の疑いの有無については、各医療機関において作成したマニュアルに基づき、チェックリ

スト等により確認する。臓器提供が行われた後になっても、虐待に係る医学的評価を行ったかど

うかを確認できるよう、必要に応じて、例えば２歳未満における虐待による頭部外傷を疑う際の

眼底検査や、被虐待児症候群を疑う際の全身骨撮影などの記録を残しておくことが求められる。 
なお、虐待の疑いの有無の判断に際しては、医療機関において発見可能なものを対象とするも

のであり、臓器移植との関連において、傷跡が治癒していて確認できないような事例の確認まで

が対象とされているわけではない。 
 
〔２〕他の機関からの情報について 

 児童が重篤な状態であり、時間が限られているような場合には、虐待の疑いの有無について病

院が病院組織としての判断を下す過程において、参考情報を得るために児童相談所に相談するこ

ともあり得る。その際、児童相談所が該当患児のフォロー中であって、病院に協力要請がある等

虐待の疑いがあることがわかった場合は臓器提供の対象とはしない。 
 
〔３〕家族への配慮・対応 

 脳死を含めた重篤な病態に陥った子どもの家族は、一般的にかなりの精神的な葛藤状態に置か

れている。特に、母親は自分が子どもを守れなかったという自責の念に囚われていることが多く、

そのような家族の状況を考慮しつつ、虐待の対応を慎重に行う必要がある。担当医師が患児に対

する治療に際して、家族との良好な関係を維持するためにも、虐待の疑いの確認については、虐
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第５章 被虐待児の判断と対応等 

 

 

平成 21 年７月の臓器移植法の改正において、附則第５項として、被虐待児からの臓器が提供さ

れることのないよう（虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることが

ないよう）、医療関係者が職務上関与する児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認

し、その疑いがある場合に適切に対応する必要がある旨の規定がなされた。 
これは、臓器の摘出が虐待を隠蔽することに使われてはならない、また虐待を行った者は被害

者である児童の利益を考慮した上で意思表示する立場にない、といった議論などを背景に規定さ

れたものである。 
 
Ⅰ 児童からの臓器提供を行う施設に必要な体制 

 児童からの臓器提供を行う施設（脳死下での提供に限らず、心停止下での提供の場合も含む）

については、次のような体制の整備が必要である。なお、こうした体制は、当該医療機関におけ

る児童に対する通常の診療において日常的に機能している必要があり、臓器の提供に至る可能性

がある場合に限られるものではない。 

 

〔１〕虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制 

・担当医師任せとならないよう、施設内の関係職種による連携が必要である。 

・名称は、「虐待防止委員会」に限るものではない。また、対象として児童を含んでいるなら、児

童以外の高齢者等に対する虐待も対象とするものであってよい。 

・委員会等の構成員は、児童虐待に対する知識を有していて、関係職種が幅広く関与するものが

望ましい。 

・また、虐待が行われた疑いがあるかどうかを的確に確認できるよう、日頃から児童相談所等の

関係機関との連携を図るとともに、地方自治体などが実施する児童虐待防止対策に係る研修に

積極的に参加する等、児童虐待への対応に当たる職員の資質の向上に努める必要がある。 

 

〔２〕児童虐待の対応に関するマニュアル 

・このマニュアルにおいては、対応手順、院内外の連絡体制等を定める。マニュアルは、臓器提

供に至る可能性があるか否かに関わらず、上記の院内体制の下で日常的に用いられていること

が求められる。 

・マニュアル作成に際しては、関係学会、行政機関等において作成された指針等を参照し、当該

マニュアル中に参照した指針等を明記する。 

・また、虐待対応に関する新たな知見の集積により、適宜マニュアルを更新する必要がある。 

・なお、入院に至った原疾患が虐待によるものではないととりあえず判断されるのは、①第三者

によって目撃されている家庭外での事故で、受傷機転に不審な点がない、②乗り物乗車中の交

通事故、③誤嚥による窒息事故で第三者による目撃がある、④原疾患が先天奇形あるいは明ら

かな疾患で不審なところがない場合である。これら以外の場合については、虐待の疑いの有無

を慎重に判断する必要がある。また原疾患が虐待によるものではないと判断できる場合におい
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＜参考＞ 

児童虐待については、その予防および早期発見や、被虐待児の保護及び自立支援に資す

ることを目的として、「児童虐待の防止等に関する法律」（以下、「児童虐待防止法」）の下

で、児童虐待防止に向けた取組が着実に進められているところである。児童虐待防止法に

おいて、医師や看護師等、職務の上で児童の福祉に関係ある者については、児童虐待を発

見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならないこと、

また、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかにこれを福祉事務所や児

童相談所に通告しなければならないことが規定されている。 
なお、児童虐待防止法における「児童虐待」とは、保護者がその監護する 18 歳未満の児

童について行う次に掲げる行為をいう。 
 ①身体的虐待：児童の身体に外傷が生じ、又はそのおそれのある暴行を加えること。 
 ②性的虐待：児童にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。 
 ③ネグレクト：児童の心身の正常を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者

以外の同居人による①・②と同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著し

く怠ること。 
 ④心理的虐待：児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭

における配偶者に対する暴力（配偶者の身体に対する不法な攻撃であって生命や身体

に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他

の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
 
 ＊添付資料３参照：児童虐待等に関する小児総合医療施設へのアンケート調査結果 
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待防止委員会等の院内体制の下で、関連職種が連携して行うことが望ましい。 
 
〔４〕疑いがあった場合の対応 

 院内体制の下で、児童への虐待が行われていた疑いがあると組織的に判断した場合には、児童

虐待防止法に基づき、児童相談所等へ通告するとともに、警察署へ連絡するなど関係機関と連携

し、児童への虐待対応を継続する。 
 
Ⅲ 臓器提供を行う場合の対応について 

〔１〕虐待防止委員会等の委員との情報共有について 

 担当医師等は、虐待の疑いがないと判断し、臓器提供の機会があること等を告げようとする場

合には、あらかじめ虐待防止委員会等のメンバーに相談する等、それまでの診療経緯に関する情

報について委員会メンバーと情報共有をした上で、必要に応じて助言を得る。担当医師らの個人

的な判断のみで進めてはならない。 
 
〔２〕倫理委員会等における臓器提供の判断について 

 臓器提供施設は、臓器提供の可能性がある児童が入院している場合に、必要に応じて倫理委員

会等が開催できるよう、あらかじめ準備をしておく。そして、倫理委員会等においては、虐待に

関しては虐待防止委員会等からの報告を受け、必要な手続きを経ていることを確認し、現状にお

いて臓器提供を行うことに問題がないかについて最終的な可否の判断を行う。これらの審議内容

は議事録として残しておくことが必要である。 
 
〔３〕検視等について 

 倫理委員会等で臓器提供を行う判断をした場合であっても、刑事訴訟法に基づく検視や、その

他犯罪捜査に関する手続きが行われる場合には、捜査機関との連携を十分に図ることが必要であ

る（捜査機関との連携については第 10 章参照）。 
 なお、虐待が行われた疑いがある児童が脳死・心臓死の区別にかかわらず死亡し、司法解剖を

行うなどの捜査上の必要性があると捜査機関が判断した場合は、当該死体から臓器の摘出はでき

ない。担当医師にはその旨の連絡が入ることになる。このような場合には、臓器摘出を行わない。 
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会等が開催できるよう、あらかじめ準備をしておく。そして、倫理委員会等においては、虐待に

関しては虐待防止委員会等からの報告を受け、必要な手続きを経ていることを確認し、現状にお

いて臓器提供を行うことに問題がないかについて最終的な可否の判断を行う。これらの審議内容

は議事録として残しておくことが必要である。 
 
〔３〕検視等について 

 倫理委員会等で臓器提供を行う判断をした場合であっても、刑事訴訟法に基づく検視や、その

他犯罪捜査に関する手続きが行われる場合には、捜査機関との連携を十分に図ることが必要であ

る（捜査機関との連携については第 10 章参照）。 
 なお、虐待が行われた疑いがある児童が脳死・心臓死の区別にかかわらず死亡し、司法解剖を

行うなどの捜査上の必要性があると捜査機関が判断した場合は、当該死体から臓器の摘出はでき

ない。担当医師にはその旨の連絡が入ることになる。このような場合には、臓器摘出を行わない。 
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